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告 示

高知県告示第617号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第 8号）第 1条第

1項の規定により、救急病院として次のとおり認定した。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　　所　　在　　地　　認定年月日
　認定の有効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限

独立行政法人地　高知市神田317－12　 平27・11・　平30・10・

域医療機能推進　　　　　　　　　　　 1　　　　　31

機構高知西病院

高知県告示第618号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 6条第 1項の規定による届出があったので、同条第 3項

において準用する法第 5条第 3項の規定により次のとおり告示す

る。

なお、法第 8条第 2項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

1　届出の概要

( 1 )　届出者の名称及び住所

ア　株式会社高知大丸　代表取締役社長　大登　正志

高知市帯屋町一丁目 6番 1号

イ　株式会社インテリアしらいし家具　代表取締役社長　白

石　貴朗

高知市南久保 9番30号

ウ　株式会社中繁　代表取締役社長　中村　圭吾

高知市南久保10番26号

エ　大下　美枝

高知市鴨部一丁目11番 1号　鏡川コーポＡ512号

( 2 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

高知大丸本館・東館

高知市帯屋町一丁目 6－ 1ほか

( 3 )　変更した事項

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

（変更後）

( 4 )　変更年月日

平成27年 1月26日

( 5 )　変更理由

代表者の変更のため

2　届出年月日

平成27年 9 月29日

3　届出書及び添付書類の縦覧場所

高知県商工労働部経営支援課

4　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第619号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 6条第 2項の規定による届出があったので、同条第 3項

大規模小売店舗を設置

する者の氏名又は名称

株式会社高知大丸

株式会社インテリアし

らいし家具

大規模小売店舗を設置

する者の氏名又は名称

株式会社高知大丸

株式会社インテリアし

らいし家具

株式会社中繁

大下　美枝

株式会社中繁

代表者名

代表取締役

社長　桜井

　信吾

代表取締役

　白石　貴

代表者名

代表取締役

社長　大登

　正志

代表取締役

社長　白石

　貴朗

代表取締役

社長　中村

　圭吾

朗

代表取締役

　中村　繁

博

住所

高知市帯屋町一

丁目 6番 1号

高知市南久保91

番地

住所

高知市帯屋町一

丁目 6番 1号

高知市南久保 9

番30号

高知市南久保10

番26号

高知市鴨部一丁

目11番 1号　鏡

川コーポＡ512

号

高知市南久保92

番
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において準用する法第 5条第 3項の規定により次のとおり告示す

る。

なお、法第 8条第 2項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

1　届出の概要

( 1 )　届出者の名称及び住所

ア　株式会社高知大丸　代表取締役社長　大登　正志

高知市帯屋町一丁目 6番 1号

イ　株式会社インテリアしらいし家具　代表取締役社長　白

石　貴朗

高知市南久保 9番30号

ウ　株式会社中繁　代表取締役社長　中村　圭吾

高知市南久保10番26号

エ　大下　美枝

高知市鴨部一丁目11番 1号　鏡川コーポＡ512号

( 2 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

高知大丸本館・東館

高知市帯屋町一丁目 6－ 1ほか

( 3 )　変更しようとする事項

駐車場の収容台数

（変更前）

( 4 )　変更年月日

平成27年 9 月30日

( 5 )　変更理由

契約駐車場の変更のため

2　届出年月日

平成27年 9 月29日

3　届出書及び添付書類の縦覧場所

高知県商工労働部経営支援課

4　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第620号

香南市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知を平成27

年10月19日に受けたので、測量法（昭和24年法律第188号）第39

条において準用する同法第14条第 3項の規定により告示する。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

1　作業種類

公共測量（空中写真測量）

2　作業期間

平成27年10月20日から平成28年 3月25日まで

3　作業地域

香南市全域

高知県告示第621号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律

第57号）第 3条第 1項の規定に基づき、次に掲げる土地の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須

崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

高岡郡津野町向新田

( 1 )　標柱を設置した土地の地番

( 2 )　区域

標柱 1から 8までを順次に直線で結んだ線及び標柱 8と 1

を直線で結んだ線により囲まれた区域内とする。

高知県告示第622号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第 1 項の規定によ

り都市計画事業の認可をしたので、同法第62条第 1項の規定によ

り次のとおり告示する。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

1　施行者の名称

高知市

2　都市計画事業の種類及び名称

高知広域都市計画道路事業（ 3・ 5・68号鴨部北城山線（第

2工区））

3　事業施行期間

平成27年10月30日から平成34年 3月31日まで

4　事業地

( 1 )　収用の部分

高知市曙町二丁目、朝倉乙及び朝倉本町二丁目地内

( 2 )　使用の部分

高知市曙町二丁目地内

高知県告示第623号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第 1 項の規定によ

り都市計画事業の認可をしたので、同法第62条第 1項の規定によ

り次のとおり告示する。

中央公園駐車場

はりまや地下駐車場

土佐パーキング

ピアンタビル

松井パーキング

一柳駐車場

合計

中央公園駐車場

はりまや地下駐車場

土佐パーキング

パーク24大手筋

松井パーキング

合計

309台

186台

93台

65台

56台

33台

742台

309台

186台

93台

98台

56台

742台

（変更後）

標柱番号

1

2

3

4

5

6

7

8

所在地

高岡郡津野町力石字イタハシ

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　北川字東川

〃　　〃　　力石字イタハシ

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　〃

地番

2905－ 1

2909－ 1

2908－ 1

2893－ 3

5142－ 1

2886－ 1

2894－ 2

2903－ 2
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平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

1　施行者の名称

高知市

2　都市計画事業の種類及び名称

高知広域都市計画道路事業（ 3・ 4・67号曙町西横町線（中

工区））

3　事業施行期間

平成27年10月30日から平成34年 3月31日まで

4　事業地

( 1 )　収用の部分

高知市朝倉本町一丁目及び朝倉横町地内

( 2 )　使用の部分

高知市朝倉横町地内

高知県告示第624号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第 1 項の規定によ

り都市計画事業の認可をしたので、同法第62条第 1項の規定によ

り次のとおり告示する。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

1　施行者の名称

高知市

2　都市計画事業の種類及び名称

高知広域都市計画道路事業（ 3 ・ 4 ・74号愛宕町北久保線

（愛宕町工区））

3　事業施行期間

平成27年10月30日から平成34年 3月31日まで

4　事業地

( 1 )　収用の部分

高知市愛宕町二丁目及び新本町一丁目地内

( 2 )　使用の部分

なし

公　　　　　　　告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7号）第10条第 1項の

規定により特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったの

で、同条第 2項の規定により次のとおり公告する。

なお、その関係書類は、平成27年10月16日から 2月間高知県文

化生活部県民生活・男女共同参画課において公衆の縦覧に供す

る。

平成27年10月16日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社

から申請があった農用地利用配分計画について、次のとおり農地

中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18

条第 1項の認可をした。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

1　農用地利用配分計画の概要

( 1 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

南国市東崎97番地

伊尾木　健

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

南国市東崎字中祈年311番、318番及び321番

( 2 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

南国市東崎1609番地　ニューエル長岡Ａ101

竹村　彰秀

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

南国市東崎字西松ノ本田772番 2並びに字松村田779番

1及び793番

( 3 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

須崎市吾井郷乙1791番地 1

下村　晃廣

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

南国市東崎字中祈年322番 1並びに字東祈年323番 1、

324番 1、324番 2及び325番 1

2　認可年月日

平成27年10月30日

農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人高知県農業公社

から農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101

号）第18条第 1項の規定により農用地利用配分計画の認可の申請

があったので、同条第 3項の規定により次のとおり当該農用地利

用配分計画を公衆の縦覧に供する。

なお、同項の規定に基づき、利害関係人は、当該縦覧期間満了

の日までに、当該農用地利用配分計画について、知事に意見書を

提出することができる。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

1　農用地利用配分計画の概要

( 1 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市高須大谷 2番地 2

津野　崇

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高知市高須字高須塩田西ノ丸901番 1 、910番 1 及び

959番 2 並びに字八町地東ノ丸1034番 4 及び1034番 6 並

びに高須大谷1244番 1及び1245番 1

( 2 )ア　賃借権の設定等を受ける者の住所及び氏名又は名称

高知市五台山2492番地

竹内　正次

イ　賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

高知市屋頭字岩ノ丸130番 1、131番 1、132番 1、133

番 1 、195番 2 、195番 6 、196番 1 、196番 2 、197番

1 、197番 2 、198番 4 及び198番 5 並びに字立石南ノ丸

235番 4、236番 2、237番及び238番 2

2　申請年月日

平成27年10月14日

3　縦覧場所

高知県農業振興部農地・担い手対策課

4　縦覧の期間及び時間

平成27年10月30日（金）から同年11月13日（金）まで（日曜

日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）第 3 条に規定する休日を除く。）の午前 8 時30分から

午後 5時15分まで（午後零時から午後 1時までの間を除く。）

5　意見書の提出先

高知市丸ノ内一丁目 7番52号

高知県農業振興部農地・担い手対策課

県営土地改良事業四万十窪川地区（向川換地区）に係る換地計

申請の

あった

年月日

平成27

年10月

2日

申請に係る特定非営利活動法人

名称

特定非

営利活

動法人

中芸カ

メさん

一歩の

会

代表者の

氏名

内藤　明

信

主たる

事務所

の所在

地

安芸郡

北川村

大字野

友 乙

589番

地 4

定款に記載された目的

この法人は、共生社会

実現を目的として、障

がい児者及び地域社会

の中で馴染めず、孤立

している方々に対し、

就労支援として、社会

経験を積める研修、交

流活動および相談、情

報提供を行うことによ

り、地域社会の中で活

躍できる人材育成等の

支援事業を行う。
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画を定めたので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の

2第 4項において準用する同法第87条第 5項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成27年10月30日

高知県知事　尾﨑　正直

1　縦覧に供する書類

( 1 )　換地計画書の写し

( 2 )　現形図及び換地図

2　縦覧期間

平成27年10月30日から同年12月 1日まで

3　縦覧場所

四万十町役場

4　その他

この公告に係る決定に対して異議がある者は、縦覧期間満了

後の翌日から起算して15日以内に知事に対して異議申立てをす

ることができる。

徳島県及び高知県

参議院合同選挙区

選挙管理委員会告示

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会告示第 3号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証

票に関する規程を次のように定める。

平成27年10月30日

徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長　

西川　政善

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の

類の証票に関する規程

（趣旨）

第 1条　この規程は、徳島県及び高知県参議院合同選挙区選挙管

理委員会（以下「委員会」という。）が管理する選挙に関する

事務のうち、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び

看板の類の証票に関し必要な事項を定めるものとする。

（証票）

第 2 条　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第110条の 5

第 4項の委員会の交付する証票（附則第 2項を除き、以下「証

票」という。）は、別記第 1号様式によるものとする。

2　証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

（証票の交付等）

第 3 条　公職選挙法施行令第110条の 5 第 5 項の規定による申請

は、参議院合同選挙区選挙の候補者又は当該選挙の候補者とな

ろうとする者（現に参議院選挙区選出議員の職にある者を含

む。以下「公職の候補者等」という。）にあっては別記第 2号

様式による証票交付申請書に、当該公職の候補者等に係る公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第199条の 5第 1項に規定する

後援団体（以下「後援団体」という。）にあっては別記第 3号

様式による証票交付申請書によらなければならない。

2　前項の証票交付申請書は、委員会のいずれか一方の執務場所

にのみ提出することができる。

3　委員会は、第 1項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正

であると認めたときは、速やかに当該申請をした者に証票を交

付するものとする。

（申請事項の異動の届出）

第 4条　前条第 1項の証票交付申請書に記載した事項に異動が生

じたときは、公職の候補者等にあっては別記第 4号様式による

証票交付申請事項異動届を、後援団体にあっては別記第 5号様

式による証票交付申請事項異動届を、同条第 2項の規定により

証票交付申請書を提出した執務場所に提出しなければならな

い。

（証票の再交付の申請）

第 5条　紛失、破損等のため証票の再交付を受けようとするとき

は、公職の候補者等にあっては別記第 6号様式による紛失等に

よる証票再交付申請書を、後援団体にあっては別記第 7号様式

による紛失等による証票再交付申請書を、理由書を添えて、第

3条第 2項の規定により証票交付申請書を提出した執務場所に

提出しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この規程は、平成27年10月30日から施行する。

（経過措置）

2　この規程の施行の際現に徳島県公職選挙運動等管理規程（昭

和40年 3月徳島県選挙管理委員会告示第 1号）又は高知県選挙

事務執行規程（平成 7 年 2 月高知県選挙管理委員会告示第11

号）の規定により交付された証票（参議院選挙区選出議員の選

挙に係るものに限る。）は、公職選挙法の一部を改正する法律

（平成27年法律第60号）の施行の日をもってその効力を失うも

のとする。
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第２号様式（第３条関係） 

証票交付申請書（候補者等用） 

 

（元号）  年  月  日 

 

徳島県及び高知県参議院合同選挙区 

選挙管理委員会委員長 様 

 

公職の候補者等 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

職業 

 

公職選挙法施行令第110条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条第５項の規定により下

記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 公職の種類 

 

２ 証票交付申請枚数          枚 

 

３ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数に関

する事項 

事務所の所在地 枚数 証票番号 

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

注 「証票番号」欄は、記入しないでください。 

別記 

第１号様式（第２条関係） 

 

政治活動用事務所の立札等の証票 

 

 

政治活動用事務所 

（元号）  年  月末まで有効 

候補者等用 

徳島県及び高知県参議院合同選管 

（   県） 

（番号） 

 

  

政治活動用事務所 

（元号）  年  月末まで有効 

後援団体用 

徳島県及び高知県参議院合同選管 

（   県） 

（番号） 

 

備考 「（番号）」には、委員会の執務場所で受理した申請の枚数に応じて順次一連の交付番号を

表示する。 
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第４号様式（第４条関係） 

証票交付申請事項異動届（候補者等用） 

 

（元号）  年  月  日 

 

徳島県及び高知県参議院合同選挙区 

選挙管理委員会委員長 様 

 

公職の候補者等 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

職業 

 

公職選挙法施行令第110条の５第５項の規定により申請しました立札及び看板の類を掲示する事

務所の所在地について異動がありましたので、次のとおり届け出ます。 

 

番号 新旧 事務所の所在地 証票番号 

１ 
新   

旧   

２ 
新   

旧   

３ 
新   

旧   

４ 
新   

旧   

５ 
新   

旧   

６ 
新   

旧   

７ 
新   

旧   

８ 
新   

旧   

９ 
新   

旧   

10 
新   

旧   

注 「新」の「証票番号」欄は、記入しないでください。 

第３号様式（第３条関係） 

証票交付申請書（後援団体用） 

（元号）  年  月  日 

徳島県及び高知県参議院合同選挙区 

選挙管理委員会委員長 様 

後援団体 主たる事務所の所在地 

名称 

代表者の職・氏名             ㊞ 

電話番号 

公職選挙法施行令第110条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条第５項の規定により下

記のとおり申請します。 

記 

１ 推薦し、又は支持する公職の候補者等の氏名、住所、職業及び公職の種類 

氏名 

住所 

電話番号 

職業 

公職の種類 

２ 政治団体としての届出先       県選挙管理委員会 

３ 証票交付申請枚数          枚 

４ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数に関

する事項 

事務所の所在地 枚数 証票番号 

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

 枚  

注 「証票番号」欄は、記入しないでください。 

 

上記の後援団体がするこの申請については、公職選挙法施行令第110条の５第５項の同意をしま

す。 

なお、私に係る後援団体の全てを通じて既に交付された証票の総数は、     枚です。 

（元号）  年  月  日 

公職の候補者等の氏名            ㊞ 
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第６号様式（第５条関係） 

紛失等による証票再交付申請書（候補者等用） 

 

（元号）  年  月  日 

 

徳島県及び高知県参議院合同選挙区 

選挙管理委員会委員長 様 

 

公職の候補者等 住所 

氏名               ㊞ 

電話番号 

職業 

 

公職選挙法施行令第110条の５第４項の規定により交付を受けました証票について、紛失等のた

め再交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 公職の種類 

 

２ 再交付を申請する理由   別添理由書のとおり 

 

３ 証票再交付申請枚数          枚 

 

４ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数に関

する事項 

事務所の所在地 枚数 
紛失等に係る証
票番号 

再交付に係る証
票番号 

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

注 １ 「紛失等に係る証票番号」欄及び「再交付に係る証票番号」欄は、記入しないでくださ

い。 

２ 理由書を添えてください。 

第５号様式（第４条関係） 

証票交付申請事項異動届（後援団体用） 

 

（元号）  年  月  日 

 

徳島県及び高知県参議院合同選挙区 

選挙管理委員会委員長 様 

 

後援団体 主たる事務所の所在地 

名称 

代表者の職・氏名             ㊞ 

電話番号 

 

公職選挙法施行令第110条の５第５項の規定により申請しました立札及び看板の類を掲示する事

務所の所在地について異動がありましたので、次のとおり届け出ます。 

 

番号 新旧 事務所の所在地 証票番号 

１ 
新   

旧   

２ 
新   

旧   

３ 
新   

旧   

４ 
新   

旧   

５ 
新   

旧   

６ 
新   

旧   

７ 
新   

旧   

８ 
新   

旧   

９ 
新   

旧   

10 
新   

旧   

注 「新」の「証票番号」欄は、記入しないでください。 

 

上記の後援団体がするこの届出については、同意をします。 

（元号）  年  月  日 

公職の候補者等の氏名            ㊞ 
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第７号様式（第５条関係） 

紛失等による証票再交付申請書（後援団体用） 
 

（元号）  年  月  日 
 

徳島県及び高知県参議院合同選挙区 

選挙管理委員会委員長 様 
 

後援団体 主たる事務所の所在地 

名称 

代表者の職・氏名             ㊞ 

電話番号 
 

公職選挙法施行令第110条の５第４項の規定により交付を受けました証票について、紛失等のた

め再交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 
 

記 
 

１ 推薦し、又は支持する公職の候補者等の氏名及び公職の種類 

氏名 

公職の種類 

２ 再交付を申請する理由   別添理由書のとおり 

 

３ 証票再交付申請枚数          枚 

 

４ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数に関

する事項 

事務所の所在地 枚数 
紛失等に係る証
票番号 

再交付に係る証
票番号 

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

 枚   

注 １ 「紛失等に係る証票番号」欄及び「再交付に係る証票番号」欄は、記入しないでくださ

い。 

２ 理由書を添えてください。 

 

上記の後援団体がするこの申請については、公職選挙法施行令第110条の５第５項の同意をしま

す。 

なお、私に係る後援団体の全てを通じて既に交付された証票の総数は、     枚です。 

（元号）  年  月  日 

公職の候補者等の氏名            ㊞ 

監 査 公 表

監査公表第10号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 9 項の規定によ

り、高知県知事等あて報告を行ったところ、高知県知事等から措

置結果について通知があったので、同条第12項の規定により、次

のとおり公表する。

平成27年10月30日

高知県監査委員

27高行管第208号

平成27年 9 月30日

高知県監査委員　様

高知県知事

定期監査の結果に対する措置結果について（通知）

平成27年 7 月22日付け27高監報第 4号で報告のありましたうえ

のことについて、指摘とされた機関からの措置状況の報告をもと

に、地方自治法第199条第12項の規定により下記のとおり通知し

ます。

記

第 1　総括において措置を求められたもの

1　財務会計事務

( 1 )　指摘事項

指摘事項及び注意事項の多くは、財務会計事務について

の基本的な理解が不足していること及び管理職員等をはじ

めとして職員間での必要なチェックが不十分であったこと

によるものと認められる。

ついては、職員の財務会計に関する事務処理能力の向上

により一層取り組むとともに、管理職員等による指導の徹

底及びチェック体制の更なる強化を図り、引き続き適正な

執行に努められたい。

( 2 )　措置状況

改善に向けて、引き続き会計検査や会計専門員による巡

回指導を通じて職員の知識の向上やチェック機能の強化を

図ります。また、会計事務に関する研修については、総務

担当職員のみならず、委託事務や補助金事務等の実務に携

わる職員にも広く参加を呼び掛けるとともに、研修回数を

増やすなど内容の充実を図ります。

あわせて、押印漏れや契約書式の決裁漏れなどの基本的

な誤りが多いことから、本年 3月に作成した「契約事務の

チェックシート」に加え、担当職員や管理職員、出納員等

が起案や決裁時点でチェックを行えるよう、新たに「収入

・支出事務のチェックシート」を作成し、各所属に配布す

るとともに、管理職員等の研修をはじめ各種研修で活用す

ることなどにより、職員の事務処理能力の向上、管理職員
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等による指導の徹底及びチェック体制の更なる強化を図

り、適正な会計事務の執行に取り組みます。

第 2　指摘とされた機関

1　中央東福祉保健所

( 1 )　指摘事項

平成26年度自立相談支援事業委託業務の随意契約におい

て、作成した予定価格調書を封書にしていなかった。

( 2 )　原因又は理由

本事業の委託先の選定にあたっては、生活資金の貸付や

日常生活自立支援業務の実施等を通して日ごろから相談業

務に精通している社会福祉協議会以外に委託する相手がな

いことから、単独見積により随意契約を行いました。

その際、契約金額が100万円を超える契約となるため、

予定価格調書を作成しましたが、競争見積ではないという

こともあって、封緘
か ん

することを失念してしまったもので

す。

このことは、契約に必要な書類や手順の認識とともに確

認が不十分であったことが原因です。

( 3 )　措置状況

再発防止のため、契約事務を行う際には、平成27年 3月

に会計管理局が作成した「契約事務のチェックシート」に

記載する項目に基づき、契約事務の担当者とともに複数の

職員で手順に沿った確認を行うことを徹底します。

2　計量検定所

( 1 )　指摘事項

平成26年 4月に現金取扱員が収納し、金融機関に払い込

んだ計量器検査等手数料について、現金出納簿への記帳が

漏れていた。

( 2 )　原因又は理由

職員の会計規則の理解不足からその重要性の認識が不十

分であったことにより、失念し記帳漏れをしてしまった

上、更に出納員のチェックが十分でなかったことが原因で

す。

( 3 )　措置状況

現金取扱員の現金取り扱いに対する認識の欠如に加え、

出納員のチェック不足が招いたものであり、この様な事態

が再度発生しないよう、各現金取扱員の現金出納簿の記帳

は日々遅滞なく確実に行うとともに、出納員によるチェッ

クについても現金が納入されるごとに行うことを徹底しま

す。

また、現金出納簿への記帳をはじめとする会計規則の重

要性を職員全体で共有するため、全職員を対象に会計規則

に関する研修を月 1回程度実施することにより、再発防止

と適正な事務執行に努めます。

3　環境研究センター

( 1 )　指摘事項

電気設備の修繕料に係る公益財団法人高知県総合保健協

会からの負担金について、平成25年度に収入調定すべきと

ころ、平成26年 9 月に行っていた。

( 2 )　原因又は理由

電気設備修繕の修繕完了後の検査により、公益財団法人

高知県総合保健協会の費用負担が確定した時点で速やかに

収入調定すべきところ、修繕期間が年度末であったことか

ら、年度末の他の事務処理や異動による事務引継ぎの中で

失念し、平成26年度になり、収入調定事務の抜かりに気づ

き事務処理を行ったため、平成26年 9 月の歳入となったも

のです。

( 3 )　措置状況

施設に係る経費について、公益財団法人高知県総合保健

協会の費用負担の事務手続についてチェックリストを作成

し、経理員、出納員、所属長等、複数人体制で確認を行う

ことで、事務処理の適正化の徹底を図り、再発の防止に努

めます。

4　高知土木事務所

( 1 )　指摘事項

平成26年度塚ノ原水門管理委託業務において、消費税抜

きの見積書を消費税込みと勘違いしたため、設計金額（予

定価格）より高く契約していた。

( 2 )　原因又は理由

当該委託業務については、過去 3年間の操作実績時間等

をもとに算定した設計金額が100万円以下であったため、

見積もり合わせによる随意契約により契約の相手方を決定

しましたが、提出された見積書の金額が消費税抜きであっ

たものを消費税込みと勘違いし、本来であれば、業者に設

計金額以下の金額となるまで見積書を提出させるなどの手

続を行うべきところ、そのまま設計金額を超えた見積書を

もとに契約をしてしまったものです。

また、この契約は見積書に記載された管理基本額と操作

時間当たりの単価を内容とするいわゆる単価契約であった

ため、決裁段階においてもこの間違いについてチェックが

できていませんでした。

( 3 )　措置状況

関係職員で高知県契約規則及び高知県会計事務処理要領

の規定を再確認するとともに、今後は、見積書の確認は複

数で内容を確実にチェックすること、決裁段階でのチェッ

ク強化のために、決裁書類に添付する見積記録に設計金額

も記載することとしました。また、課長会を通じて全職員

に周知及び注意喚起を行いました。

あわせて、職員に会計事務に関する研修を積極的に受講

させることにより、事務処理能力の向上を図り、事務執行

の適正化に努めます。

27高教政第465号

平成27年 9 月18日

高知県監査委員　様

高知県教育委員会委員長

定期監査結果に基づく措置状況について（通知）

平成27年 7 月22日付け27高監報第 4号で報告のありました定期

監査の結果について、下記のとおり措置しましたので、地方自治

法第199条第12項の規定により通知します。

記

指摘事項

機関名：教育センター

( 1 )　指摘事項

平成26年 5月16日に支払うべき外国語指導助手に対する報

酬について、支出命令確認入力が漏れていたため、 5月21日

に支払っていた。

( 2 )　原因又は理由

今回の事案は、支出命令の確認入力が行われていないにも

かかわらず、支出命令書に「支払済印」を誤って押印したこ

とにより、確認入力が完了しているものと錯誤し、支払予定

日までに確認入力を行わなかったものです。これは、「支払

済印」は、確認入力を行った際に出力される支出命令確認書

に記載された支払日の日付をもって押印するという基本的な

事務処理が、担当職員の認識不足により、適切に行われな

かったことや会計事務の統括者としての出納員の進捗管理が

不十分であったことによるものです。

( 3 )　今後の対応

指摘のあった事案は、所属における会計事務に関する基本

的な認識不足や業務の進捗管理が不十分であったことに起因

するものであることから、所属の問題として話し合いを行

い、基本的な事務処理について再度確認及び徹底を行いまし

た。

具体的には、毎月定められた日に支払うべき報酬につい

て、支出負担行為兼支出命令日及び確認入力日を記載する

チェック表を作成し、これを執務室に表示することで、複数

の職員で業務の進捗状況をチェックできるようにしました。

また、事務処理の執行状況が確認できる財務会計システム

の機能を活用し、出納員が確認入力の漏れがないかをチェッ

クし、会計事務の進捗管理を徹底することとしました。

以上のような再発防止策を実行し、今後このようなことが

ないよう、担当職員はもとより、チーフ及び管理職員を含む

全体で業務の進捗管理を行い、厳正な会計事務の執行に努め

ます。

27高企病第353号

平成27年 9 月17日
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高知県監査委員　様

高知県公営企業局長

定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

平成27年 7 月22日付け27高監報第 4号で報告のありました、監

査結果に対する措置状況を、下記のとおり報告します。

記

1　指摘事項

平成25年分年末調整の所得税是正に係る追徴分の支払遅延に

より、不納付加算税及び延滞税126,400円を支払っていた。

2　措置状況

年末調整の所得税是正に係る追徴分については県立病院課か

ら幡多けんみん病院へ追徴額を振り込み、これを同病院の預か

り税金として預かり、翌月10日の納期までに税務署へ支払うこ

とになっています。平成26年 1月16日に平成25年分年末調整の

所得税是正に係る追徴金が、県立病院課から振り込まれました

が、担当職員の税に対する知識が不足していたこともあり、預

かり税金への受入れ処理を失念してしまいました。同年 2月10

日の所得税払出しの際には総勘定元帳で預かり税金の金額を確

認しましたが、そもそも受入れを失念しているため、支払い漏

れの存在に気づくことができず、税務署から不納付加算税等の

追徴を受けたものです。

こうした誤った事務処理を繰り返すことのないようにするた

め、特に受入れ処理の抜かりが発生しないよう担当及び総務担

当チーフがそれぞれに注意をするとともに、担当職員の異動時

にはこの事務処理を確実に引き継ぎ、同じ間違いを起こさない

チェック体制の継続に努めます。

さらに、県立病院課から送付する追徴・還付金調書に添付す

る事務連絡にも、追徴分の受入れ処理を行うことを明記し、注

意喚起を行うことで同様の間違いを発生させないようにしてい

きます。

落 札 広 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第11条及

び高知県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125

号）第 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告す

る。

平成27年10月30日

高知県警察本部長　上野　正史

1　落札に係る借入物品の名称及び数量

土佐ＮＥＴ端末　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県警察本部警務部会計課　高知市丸ノ内二丁目 4－30

3　落札者を決定した日

平成27年 8月21日

4　落札者の氏名及び住所

リコーリース株式会社四国支店　香川県高松市東ハゼ町 9番

地 7

5　落札金額

月額　1,227,204円

6 　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

平成27年 7 月 7 日

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号）第11条及び高知県特定調達契約事

務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125号）第 8 条の規定によ

り、次のとおり落札者等について公告する。

平成27年10月30日

高知県警察本部長　上野　正史

1　随意契約に係る借入物品の名称及び数量

指紋・掌紋情報管理システム　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県警察本部警務部会計課　高知市丸ノ内二丁目 4－30

3　随意契約の相手方を決定した日

平成27年 9 月 7 日

4　随意契約の相手方の氏名及び住所

株式会社ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の内三丁目 4番 1号

5　随意契約に係る契約金額

月額　4,838,292円

6 　契約の相手方を決定した手続

随意契約

7　随意契約によることとした理由

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 2 第 1

項第 8号に該当するため

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第11条及

び高知県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125

号）第 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告す

る。

平成27年10月30日

高知県警察本部長　上野　正史

1　落札に係る特定役務の名称及び数量

警察用船舶「おおとさ」定期検査整備　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県警察本部警務部装備施設課　高知市丸ノ内二丁目 4－

30

3　落札者を決定した日

平成27年10月 1日

4　落札者の氏名及び住所

株式会社カゴオ　安芸郡奈半利町乙883番地

5　落札金額

49,356,000円

6 　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

平成27年 7 月31日
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